
日時 令和７年１月９日(木)　

午後３時開議

場所 市川市役所第２庁舎　大会議室

１ 開会

２ 会議成立の宣言

３ 議事日程の決定

４ 議案第28号 市川市教育委員会教育功労者表彰規程の一部改正につい

て

議案第29号 市川市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則の一

部改正について

５ 閉会

令和７年１月定例教育委員会議事日程



議案第28号 市川市教育委員会教育功労者表彰規程の一部改正に

ついて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 教育総務課 1

議案第29号　市川市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則

の一部改正について・・・・・・・・・・・・・・ 社会教育課  5

令和７年１月定例教育委員会提出議案



議案第２８号  

市川市教育委員会教育功労者表彰規程の一部改正について  

市川市教育委員会教育功労者表彰規程の一部改正について、教育委員会の議

決を求める。  

令和７年１月９日提出 

市川市教育委員会  

教育長 勝 山 浩 司

理  由  

  表彰候補者選考委員会は本市教育委員会の内部組織であることから、教育

長が選考委員会に諮問する旨の規定を見直すため、本規程の一部を改正する

必要がある。  

これが、この議案を提出する理由である。  
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市川市教育委員会訓令第   号  

市川市教育委員会教育功労者表彰規程の一部を改正する規程  

市川市教育委員会教育功労者表彰規程（平成１４年教育委員会訓令第３号）

の一部を次のように改正する。  

 第５条第１項中「諮り、その選考結果に基づき」を「おける選考結果に基づ

き、」に改める。  

附  則  

この規程は、公布の日から施行する。  
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議案第２９号  

市川市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正に

ついて  

市川市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正について、教

育委員会の議決を求める。  

令和７年１月９日提出 

市川市教育委員会  

教育長 勝 山 浩 司

理  由  

  公民館等に設置された施設予約に使用する情報端末について、スマートフ

ォン等の普及による利用件数の減少を踏まえて使用を終了し、その賃貸借期

間の末日である令和７年２月２８日までに各施設から撤去することとしたこ

とから、情報端末に係る表記を削除する必要がある。  

これが、この議案を提出する理由である。  
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市川市教育委員会規則第  号  

市川市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正

する規則  

市川市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則（昭和４９年教育委員会

規則第７号）の一部を次のように改正する。  

第３条第４項中「又は市の施設に設置される情報端末」を削る。  

附 則  

この規則は、令和７年３月１日から施行する。  
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